
１　総括

(１)　人件費の状況（普通会計決算）

(２)　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
（注）２　職員数は、令和６年４月１日の人数です。
（注）３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含ま
（注）３　れていますが、職員数には当該職員を含んでいません。

(３)　ラスパイレス指数の状況

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する
（注）１　ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職
（注）１　俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数をいいます。
（注）２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレ
（注）２　ス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較
（注）２　するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
（注）２　（補正前のラスパイレス指数×（１＋三浦市の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づ
（注）２　く地域手当支給率）により算出します。）
（注）３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平
（注）２　均したものです。

3,221,133 千円

職員数
Ａ

289 人

6,893 千円 6,630 千円

(参考)１人当たり給与費
Ｂ／Ａ

(参考)前年度の
１人当たり給与費

給料

1,134,082 千円

給　与　費
計　Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

三 浦 市 の 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況

実質収支
住民基本台帳人口

(令和７年１月１日)

39,842 人

 歳　出　額
Ａ

20,966,789 千円

(参考)前年度の

人件費率

15.21%

人　件　費
Ｂ

15.36%

令和６年度

392,908 千円

区　分
職員手当

384,391 千円

期末・勤勉手当

473,642 千円 1,992,115 千円

区　分

令和６年度

R3.4.1

96.8 R3.4.1

96.8

R3.4.1

99.0
R4.4.1

96.8 R4.4.1

96.7

R4.4.1

98.9
R5.4.1

96.9 R5.4.1

96.8

R5.4.1

98.8R6.4.1

97.2
R6.4.1

96.6

R6.4.1

98.8

90.0

95.0

100.0

105.0

三浦市 類似団体平均 全国平均

(96.8) (96.8) (96.9) (97.2)
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(４)　給与制度の総合的見直しの実施状況について

①　給料表の見直し 【平成27年４月１日付け実施】
　一般行政職の給料表については、国の見直し内容を踏まえて、平均1.6％引下げました。
　また、激変緩和のため、３年間（平成30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施しました。

②　地域手当の見直し 【国基準の率に対し、三浦市においても同率を支給】
　地域手当支給率については、平成27年４月１日より段階的に支給割合を引き上げることとし、
平成27年３月31日時点で３％となっていましたが、平成28年４月１日から国基準である６％と
しました。
　令和７年４月１日より国基準が６％から１０％に引き上げされたため、同率としています。

③　その他の見直し内容
　管理職員特別勤務手当については、国と同様に見直しを実施しました。（平成27年４月１日実施）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(１)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）
①　一般行政職

※神奈川県及び類似団体の状況については、現時点では公表されていないため、公表後に追加し
※た上で更新します。（以下②・③・⑤・⑥についても同様です。）

②　税務職（総務部税務課の職員）

③　医師職（市立病院の医師）

④　医療技術職（市立病院の薬剤師･検査技師等）

区　分

国 46.6 歳 325,357 円 - 368,522 円

三浦市 39.4 歳 297,362 円 391,502 円 358,922 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

類似団体 - - - -

国 53.9 歳

国 41.3 歳 364,188 円

- -

41.9 歳 332,237 円 - 414,480 円

神奈川県

国

類似団体

43.9 歳 330,327 円

三浦市

- -

- -

37.8 歳 297,289 円 413,244 円 334,661 円

- -

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

- 442,129 円

区　分

三浦市

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

444,254 円 396,528 円

類似団体 - - - -

522,988 円 - 860,880 円

三浦市 49.1 歳 575,527 円 1,437,053 円 694,681 円

平均給与月額
（国比較ベース）

国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当

の支給割合の見直し等に取り組むとされています。

制度概要
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⑤　看護保健職（助産師･保健師･看護師及び准看護師）

⑥　技能労務職（技能労務職給料表適用職員）

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されている

※データを使用しています。（令和３年～令和５年の３か年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢､業務内

※容､雇用形態等の点において完全には一致していません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞ

※れ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に

※支給された期末勤勉手当、民間においては前年に支給された年

※間賞与の額を加えた試算値です。

※本市に「自動車運転手」として１名が在職していますが、個人情

　 報保護の観点から「その他」の区分に含めています。

※三浦市における区分「その他」は、上記職種以外に道路補修や庁

※舎営繕の業務にあたっている者です。

（注）１　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在の各職種ごとの職員の基本給の平均です。
（注）２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外
（注）２　勤務手当などの諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら
（注）２　かにされているものです。
（注）２　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額として記載している額に
（注）２　は時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公
（注）２　務員と同じ方法で再計算したものです。

(２)　　職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

保　健　師

 看護保健職

区　　分

 技能労務職　（18歳採用） 195,500 円 185,700 円

高　校　卒

 一般行政職

230,000 円 225,600 円

213,600 円
201,000 円

210,600 円
194,500 円

短　大　卒

大　学　卒

大 学 ６ 卒

185,700 円

大　学　卒 341,500 円 -

准看護師 207,700 円

291,400 円

看　護　師 249,400 円
短　大　卒

 医療技術職

256,400 円
241,800 円
224,900 円

-
-
-

大　学　卒 227,400 円
208,300 円

264,900 円
237,600 円
236,000 円

-
-
-

 医　師　職

三　　浦　　市 神 奈 川 県 国

-
188,000 円

平均給与月額
（国ベース）

329,704 円

360,551 円

-

総合職
一般職

230,000 円
220,000 円

- -301,356 円 - -

-

-

244,400 円

その他 -

平均年齢

50.3 歳

53.0 歳

-

-

46.4 歳

51.3 歳

-

-

職員数

26 人

13 人

学校給食ﾎﾞｲﾗｰ -

自動車運転手 -

-

-

4,836,202 円

-

3,021,600 円

-

三　浦　市 -

清掃作業員 1.45

-

6,340,868 円

-

4,376,300 円

区　　分

Ｃ／Ｄ
公務員

（Ｃ）
民　間
（Ｄ）

参　　考
年収ベース（試算値）の比較

- -- - -類似団体 - - -

- -- - -神奈川県 - - -

- -337,907 円 - -国 1,703 人 294,567 円 -

その他 12 人 259,683 円 314,650 円

乗用自動車運転者 -62.4 歳 239,200 円自動車運転手 -

- -- -学校給食ﾎﾞｲﾗｰ -

-

-

-

-

-

清掃作業員 廃棄物処理業従業員 1.2547.7 歳 314,900 円

三　浦　市 -

平均給与月額
（Ｂ）

-

区　　分

参考

Ａ／Ｂ
平均給与月額

（Ａ）

352,954 円

394,366 円

平均給料月額

287,182 円

316,085 円

公　　　務　　　員

対応する民間
の類似職種

平均年齢

-

民　　　間

- 375,323 円

三浦市 42.3 歳 304,469 円 400,165 円 356,696 円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

類似団体 - - - -

333,346 円国 48.2 歳
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(３)　 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

(注）１　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうもの
(注）１　です。
(注）２　対象となる職員が少数である場合には、個人情報保護のため記載していません。

３　一般行政職の級別職員数等の状況

(１)　 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）

(注) １　給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数です。
   　 ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

450,900 円６級 部長 13 人 5.3% 373,400 円

386,100 円

５級 課長 41 人 16.6% 335,000 円 415,700 円

４級
グループリーダー

主査

354,700 円

２級 主事 47 人 19.0% 207,400 円

230,000 円

57 人 23.1% 287,300 円

最高号給の
給料月額

１級 主事補 22 人 8.9% 174,500 円 295,800 円

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

344,100 円

３級 主任 67 人 27.1%

経験年数20年区　　分

 一般行政職
大　学　卒

経験年数30年

技能労務職

経験年数10年
277,900 円
253,750 円

344,550 円
-
-

経験年数25年
384,800 円

-
-

高　校　卒

--

398,900 円
-

１級 8.9% １級 7.1% １級 9.9%

２級
19.0%

２級
19.0%

２級
13.4%

３級
27.1%

３級
29.0%

３級
33.1%

４級
23.1%

４級
24.2%

４級
23.6%

５級
16.6%

５級
15.5%

５級
16.1%

６級 5.3% ６級 5.2% ６級 3.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和７年度の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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(２)　 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）
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(３) 　昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

(１) 　期末手当・勤勉手当

（注）１　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。
（注）２　神奈川県の１人当たり平均支給額は、現時点では公表されていないため、公表後に追加した上
（注）２　で更新します。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

(２) 　退職手当（令和７年４月１日現在）

○

○

（令和６年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

2.500 月分
期末手当 勤勉手当

2.500 月分 2.100 月分
(1.400 )月分 (1.000 )月分

期末手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　　　　２～９％ ・役職加算　　　　　５～20％ ・役職加算　　　　　５～20％
・管理職加算　　 　なし ・管理職加算　　 　10～20％

管理職員 一般職員
特定管理

職員
一般職員

○ ○

一般職員管理職員

標準に加え、上位及び下位の区分も適用
標準に加え、上位の区分も適用
標準に加え、下位の区分も適用
標準の区分のみ適用

令和６年４月２日から令和７年４月１日
までにおける運用

○

○

１人当たり平均支給額（令和６年度)
1,575 千円

１人当たり平均支給額（令和６年度)

三浦市 国

令和６年度中における運用
三浦市 国

一般職員
特定管理

職員

三浦市 神奈川県 国

-

イ　人事評価を実施した

ロ　人事評価を実施していない

ロ　人事評価を実施していない

イ　人事評価を実施した ○ ○

○

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

（加算措置の状況）

勤続20年
勤続25年 28.0395 月分

39.7575 月分
47.709 月分

勤勉手当
2.500 月分 2.100 月分
(1.400 )月分 (1.000 )月分

期末手当 勤勉手当
2.100 月分

(1.400 )月分 (1.000 )月分

24.586875 月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

区　　分 自己都合 応募認定・定年

○

○

・管理職加算　　 　10～25％

○ ○

○ ○

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用

三　　　　　　　　浦　　　　　　　　市 国

標準に加え、上位の成績率も適用

勧奨・定年区　　分

その他の加算措置
・定年前早期退職特例措置 （２％～45％加算）

-

標準の成績率のみ適用 ○

標準に加え、下位の成績率も適用

39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.7090 月分 47.709 月分

その他の加算措置
・定年前早期退職特例措置 （２％～20％加算）

１人当たり平均支給額

自己都合
19.6695 月分 24.586875 月分

3,448 千円

33.27075 月分
47.709 月分
47.709 月分
20,275 千円 １人当たり平均支給額

勤続35年
最高限度額

勤続20年 19.6695 月分
勤続25年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続35年
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(３)　地域手当（令和７年４月１日現在）

％ 人
％

％

％

(４)　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

(５)　時間外勤務手当

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、同じ年度の３月31日現在の総職員数（管
（注）　理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職
（注）　員を含みます。

全
地
域

10

支給対象地域

医　師

看護職

その他

支給率

16

12

10

支給対象職員数

15

64

385

　　支　給　実　績（令和６年度決算）
　　支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

163,680 千円
344,589 円

　日額　100円

　１回　2,000円以内
緊急業務従事について
は、１日につき２回分を
支給額限度とする。

月額支給
（年間総額500万円を超
えない額とする）

緊急呼出による業務
市立病院
医療職職員

10

国　　の　　制　　度　　（支　給　率　等）

貢献手当

放射線取扱手当 市立病院 放射線技師 透視撮影及び治療

16

緊急業務等手当

病院事業運営に対し
顕著な貢献があった場合

市立病院 医療技術職職員及び看護師

61,650 千円
948,455 円

0 円　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市立病院を除く）
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）
手当の種類（手当数）

医師の業務

左記職員に対する支給単価

　月額　70,000円以内
防疫作業手当 市立病院 医療職職員 感染症の患者の救護 　１回　200円

　１回　6,100円以内
　１件　200円

分娩介助手当
夜間看護手当
死体処理手当

市立病院 助産師

支給実績（令和６年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

支給実績（令和５年度決算）
職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

203,767 千円
524 千円

207,242 千円
527 千円

14.01%
９

支給実績（令和６年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

市立病院 看護師
市立病院 看護師

分娩介助業務
深夜看護業務
死体処理作業

　総額において,入院管
理料を除く入院基本料
金､薬価､医療材料費及
び経費を除く診療収入
の100分の20に相当する
額以内

医師の診療業務市立病院 医師医師診療手当

　１件　450円

手当の名称

医務手当

主な支給対象職員

市立病院 医師

主な支給対象業務

7 



(６)　その他の手当（令和７年４月１日現在）

５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

／

／

／

／

／

（注）１　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48
（注）１　月）勤めた場合における退職手当の見込額です。
（注）２　市長等の「類似団体における最高／最低額」は、現時点では公表されていないため、公表後に
（注）２　追加した上で更新します。

区　　　分

給
料

市　長

副市長

給　　　料　　　月　　　額　　　等
（参考）類似団体における最高／最低額

890,000 円

739,000 円

（支給時期）（１期の手当額）
17,088,000 円

75,815 千円 188,594 円

(距離に応じて支給)

管理又は監督の地位にあ
る職員対し、その職務の特

殊性に基づき支給

99,600円～
51,900円（行
政職の場合）

64,186 千円 855,815 円

支給実績
支給職員１人当たり

　の平均支給年額

（６年度決算） （６年度決算）

扶
養
親
族

配偶者 3,000 円
11,500 円

父母等 6,500 円
満16歳から

満22歳の子の加算

加算措置

期
末
手
当

役職加算　15％

議　長

副議長

議　員

報
酬

545,000 円

474,000 円

442,000 円

運賃相当額

44,638 千円 230,093 円
子

令和７年度支給割合
4.450 月分

同じ

30,201 千円

加算措置

退
職
手
当

4.450 月分
令和７年度支給割合

副議長
議　員

市　長

副市長

328,268 円

10,873 千円 724,867 円
5,300 円

市　長
副市長

議　長

任期毎

任期毎

（算定方式）
 給料月額 × 在職月数 × 100分の40

 給料月額 × 在職月数 × 100分の30 10,641,600 円

役職加算　９％

宿日直手当

交通機関利用者

交通用具利用者
（片道２km以上）

21,000 円

賃貸住宅居住者

手当名

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職手当

内容及び支給単価

医師の宿日直
市立病院の宿日直（医師以外）

5,000 円

－

国の制度
①家賃額27,000円以下　

家賃額－16,000円
②家賃額27,000円超

61,000円未満　（家賃額
－27,000円）×1/2＋

11,000円
③家賃額61,000円以上　

28,000円

－

俸給の特別調整額
139,300円～46,300
円（行政職俸給表
（一）適用職員）

家賃相当
額（上限

28,000円）

一般の宿日直
10,000 円

一般の宿日直
4,400円

－

異なる

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

同じ

異なる

同じ

異なる

（上限55,000円）

2,000円～
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６　職員数の状況

(１)　部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

（注）１　本表は「地方公共団体定員管理調査」に基づく職員数を記載してあります。
　　　２　最下段 [     ]内は、条例定数の合計です。
　　　３　「類似団体の人口１万人当たり職員数」は、現時点では公表されていないため、公表後に追加
　　　　　した上で更新します。

異動に伴う減
異動に伴う減
<参考>

人口１万人当たり職員数 42.42 人
<参考>

人口１万人当たり職員数 114.45 人
456 460

[ 557 ] [ 557 ]
合　　　計

△ 2

△ 4
0

169 171

普
　
通
　
会
　
計
　
部
　
門

一
 

般
 

行
 

政
 

部
 

門

6 6
98 100
18

＋3

259 260

計

公
営
企
業
会
計

病　院
水　道
下水道
その他
小　　計

異動に伴う減

<参考>
人口１万人当たり職員数 72.03 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数）

<参考>
人口１万人当たり職員数 7.03 人

14

28 29
28 29

看護師採用に伴う増

△ 1
△ 1

△ 2

0
△ 1
△ 4

128 125
14

教　　育

小　　計

5 6
22 26

287 289

42 43

主な増減理由

傷病による人事課付職員の減

再任用職員の任期満了及び異動に伴う減

異動に伴う増
もてなし課の新設に伴う増

対 前 年
増 減 数

0
△ 2
＋2
△ 2
△ 2

0
＋1

1 1
42 44

令和７年 令和６年

16
29 異動に伴う減

農林水産

職員数

27
税関係業務の強化に伴う増

商　　工
土　　木

計

　　　　　　　区　　分

部　　門
議　　会
総　　務
税　　務

12

民　　生
衛　　生

13

労　　働
11

＋3
△ 1

△ 1

異動に伴う減
<参考>

人口１万人当たり職員数 65.01 人

10

（類似団体の人口１万人当たり職員数）
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(２)　年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

(３)　職員数の推移

（注）１　本表は「地方公共団体定員管理調査」に基づく職員数を記載してあります。

292 人 285 人 289 人

△ 21人 (△11.05%)

△ 18人 (△3.80%)

169 人

473 人

287 人

456 人

3人 (1.06%)

一般行政

教育

消防

普通会計計

公営企業会計

総合計

257 人

27 人

0 人

284 人

190 人

474 人

187 人 187 人 189 人 171 人

479 人

28 人

474 人

25 人

460 人

29 人28 人 28 人

　　　　　　　年度

部門別

令和
２

年度

令和
３

年度

令和
４

年度

令和
５

年度

令和
６

年度

過去５年間
の

増減数（率）

258 人 264 人 260 人 260 人

令和
７

年度

259 人

0 人

(0.78%)2人

1人 (3.70%)

0人 (0.00%)0 人 0 人 0 人 0 人

286 人

以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

0 13 41 29 45 50 53 67 49 21 45642 46

52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計区　分
20歳 20歳 24歳 28歳

55歳 59歳

32歳 36歳 40歳 44歳 48歳

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

構成比

５年前の構成比
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７　条例に定める公表事項１　【任免、競争試験・選考及び職員数関係】

(１)　採用者の状況

① 職種別・採用方法別職員数
　採用方法は、試験による採用と選考による採用とがあります。
　試験採用については、例えば、一般行政職の１次試験は能力及び適性試験を主な内容とし、
２次試験以降は面接を主な内容としています。
　選考採用については、例えば、医療職のうち医療技術職と看護師職は面接及び小論文、医
師職は面接を主な内容としています。

(単位：人）

（注）１　臨時･非常勤職員は含みません。
　　　２　職種のうち、医療職は医師､医療技術､看護師等を表します。

② 採用試験の実施状況
（令和６年度実施試験）

（令和５年度実施試験）

16 人
6 人

計
18 人
5 人

18 人
6 人

36 人
11 人

計
うち女性 13 人

令和５年度

1 人 1 人 0 人
行　政　職（土木技術） 2 人 2 人 1 人

96 人 17 人

0 人
14 人
7 人
0 人
0 人

15 人

6 人
0 人
0 人
3 人
0 人

選考採用 計

0 人
23 人
5 人

7 人

技能労務職
0 人計

うち女性

職　　種

行　政　職（ 事 　務 ）

行　政　職（電気技術）

応 募 者 数 受 験 者 数 採 用 者 数

121 人

行　政　職（社会福祉） 8 人 6 人 2 人
行　政　職（保健師） 2 人 2 人 0 人

0 人
0 人
0 人

医　療　職
0 人
0 人

13 人
6 人

13 人
6 人

計
うち女性

14 人
6 人

14 人
7 人
3 人
0 人

行　政　職
計

うち女性

0 人
0 人

18 人
5 人

5 人 13 人
試験採用 選考採用 計

令和６年度
試験採用

31 人

1 人

技能労務職（土木作業） 4 人 3 人 1 人

8 人
行　政　職（土木技術） 2 人 1 人 0 人
行　政　職（電気技術） 4 人 3 人 1 人

行　政　職（建築技術） 1 人 1 人 0 人

職　　種 応 募 者 数 受 験 者 数 採 用 者 数

行　政　職（ 事 　務 ） 131 人 95 人

行　政　職（建築技術） 1 人 1 人 1 人
行　政　職（社会福祉） 9 人 8 人 2 人

技能労務職（土木作業１） 14 人 6 人 0 人
技能労務職（土木作業２） 1 人 1 人 1 人
技能労務職（庁舎営繕） 10 人 6 人 2 人

11 



(２)　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和７年４月１日現在）

行政職給料表

主事補
計

主事
計

主任
計

グループリーダー
主査
特任主査

計
会計管理者
課長
所長
局長
担当課長
主幹

計
理事
室長
部長
局長
担当部長
事務局長

計

（注）端数処理の都合上、構成比の合計が100.0%と一致しない場合があります。以下、医療職
　 　　給料表（３）の表までにおいて同じです。

技能労務職給料表

技能職員

計
労務職員

計
技能職員
労務職員

計
技能主任

計

8
2

25
４級

５級

６級

主事補の職務

主事の職務

主任の職務

グループリーダー又は主査の
職務

0

1
3

27

職務
の級

２級

３級

１級 27

61

91

75

合計

（％）（人） （人）

8.4%

19.1%

28.4%

23.4%

15.9%

4.7%

51

段階（人）

職制上の段階

（％）

23.4%75

51 15.9%

4.7%15

グループ
リーダー

級

課長級

部長級

179 55.9% 担当者級

１　理事、室長、部長又は福祉
事務所長の職務
２　議会事務局の長の職務
３　担当部長又は参与の職務
その他これに相当する職務

１　会計管理者、課長、統括課
長又は出張所長の職務
２　委員会等の事務局の長の
職務
３　担当課長又は主幹の職務
その他これに相当する職務

標準的な職務
内訳

職名

27
61
61
91
91
50

0
75
1

33

15

職務
の級

標準的な職務
合計 内訳

15

4
2
8
3

51

職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

合計 320 100.0%

1

28 100.0% 担当者級

２級

１　相当の技能又は経験を必
要とする業務に従事する技能
職員の職務
２　相当の経験を必要とする業
務に従事する労務職員の職務

1 3.6%

1

1

３級

１　高度の技能又は経験を必
要とする業務に従事する技能
職員の職務
２　高度の経験を必要とする業
務に従事する労務職員の職務

12 42.9%

10

12

１級
１　技能職員の職務
２　労務職員の職務

8 28.6%
8

8

合計 28 100.0%

2

４級
技能主任又は労務主任の職
務

7 25.0%
7

7
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医療職給料表（１）

医師
計

医長
担当医長

計
診療部長
室長
科部長

計

医療職給料表（２）

理学療法士

計
理学療法士
作業療法士
臨床検査技師
診療放射線技師
管理栄養士

計
薬剤師
診療放射線技師
臨床検査技師
理学療法士
作業療法士
主任技師

計
科長
技師長
主幹

計
診療支援部長

計

担当者級

0

4

11 73.3%

（人）
2

職務
の級

標準的な職務
合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （％） 段階

１級 医師の職務 2 13.3%

合計 15 100.0%

3

職務
の級

標準的な職務
合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

2

２級
１　医長又は担当医長の職務
２　相当の知識と経験を必要と
する医師の職務

9 60.0%

3
6

9

３級

１　副院長、診療部長、診療支
援部長、室長又は科部長の職
務
２　相当の知識と経験を必要と

4 26.7%

1

4 26.7%
主査級～
部長級

１級

診療放射線技師、臨床検査技
師、理学療法士、作業療法
士、あん摩マッサージ指圧師、
視能訓練士、管理栄養士又は
栄養士（以下「診療放射線技

1 2.7%

1

1

２級
１　薬剤師の職務
２　相当の知識と経験を必要と
する診療放射線技師等の職務

12 32.4%

6

12

3

５級 診療支援部長の職務 1 2.7%

6 16.2%

2

6 16.2% 課長級
2
6

部長級
1

45.9%

4

17

４級
科長、技師長、室長又は主幹
の職務

担当者級73.0%27

主査級

合計 37 100.0%

1

2
1
6
1
3

2

１　主任薬剤師、主任技師又
は主任栄養士の職務
２　相当の知識と経験を必要と
する薬剤師の職務
３　高度の知識と経験を必要と
する診療放射線技師等の職務

17

8.1%3

1

３級

1 2.7%

1
1
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医療職給料表（３）

准看護師
計

看護師
計

主任看護師
計

看護師長
計

科長
主幹

計
看護部長

計

1.6%
1

４級
看護師長又は担当看護師長
の職務

4 6.3%
4

職務
の級

標準的な職務
合計 内訳 職制上の段階

（人） （％）

３級
主任助産師又は主任看護師
の職務

５級

8
8

段階（％） 職名 （人） （人）

１級 准看護師の職務

担当者級56 87.5%

8 12.5%

4 6.3%

1

4.7% 課長級2
3

２級 助産師又は看護師の職務 47 73.4%

主査級
4

1

合計 64 100.0%

3 4.7%
1

3科長又は主幹の職務

６級 看護部長の職務 1 1.6%
1

1 1.6%

1
47
47

部長級
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（３）　昇任制度の概要
　主任までの昇任は勤続年数による昇任基準により、グループリーダー･主査の職以上については
選考により昇任をしています。

（４）　降任制度の概要
　降任とは、下位の職を命ずることであり、本人の意に反して行なわれる分限処分（「９　条例に定め
る公表事項３　【職員の分限処分及び懲戒処分関係】」参照）としての降任と、本人の希望に基づく
希望降任があります。本市においては平成20年４月１日から希望降任の制度を運用しており、降任
を希望し申し出た職員は、申出にかかる事由や公務運営への影響等を検討した上で申出事由が正
当なものと承認されれば、下位の職への降任を命じられることとなります。

（５）　退職者の状況
　退職には次の事由による区別があり、各事由別の退職者数は下記のとおりです。

定年退職 ： 定年（原則61歳、医師は65歳）に達した後の年度末に退職する場合
勧奨退職 ： 人事管理上の理由により、市が行う退職の勧奨に応じ退職する場合
自己都合退職 ： 本人の都合により退職する場合
その他 ： 死亡による退職等

（令和６年度）

（注）１　（　）内は、令和５年度中の退職者数です。
（注）２　　令和６年度中に、上表の退職以外に、任期付職員の任期満了により退職した者が
　　　　　２人います。

（６）　再任用の状況
　定年退職者等を再雇用する制度があり、再任用職員には、定年前の職員と同様に勤務する常時
勤務職員と、週38時間45分未満の短時間勤務職員があります。
再任用状況は下記のとおりです。

（令和６年度）

（注）１　（　）内は、令和５年度中の再任用者数です。
　　　２　短時間勤務職員には、定年前再任用短時間勤務職員は含みません。

（７）　身体障害者及び知的障害者の任用状況

4.02%令和６年度3.52%令和７年度法定雇用率 2.80%

技能労務職 1 (2) 1 (2) 2 (4)
合　　計 8 (10) 7 (11) 15 (21)

医　療　職 2 (2) 0 (0) 2 (2)
消　防　職 0 (0) 0 (0) 0 (0)

10 (5)

常時勤務 短時間勤務 計
行　政　職 5 (6) 6 (9) 11 (15)

うち管理職 2 (1) 2 (3) 5 (1) 1 (0)

0 (0)
合　　　計 13 (1) 5 (6) 30 (31) 1 (0) 49 (38)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
技能労務職 2 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (0)

2 (1)うち管理職 1 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
医　療　職 1 (0) 0 (0) 10 (25) 0 (0) 11 (25)

うち管理職 1 (1) 2 (3) 4 (0) 1 (0) 8 (4)

定　年 勧　奨 自己都合 その他 合　計
行　政　職 10 (1) 5 (6) 19 (6) 1 (0) 35 (13)
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８　条例に定める公表事項２　【勤務時間その他の勤務条件関係】

（１）　職員の勤務時間及び休憩時間（令和７年４月１日現在）
　職員の勤務時間は、８時30分から17時15分までのうち、１日７時間45分　週38時間45分です。
　また、12時00分から13時00分までの１時間は休憩時間です。

（２）　職員の年次有給休暇の概要と取得状況
　三浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づき、１年に20日の有給休暇が付与されます。

（３）　介護休暇の概要と取得状況
　職員が、介護の必要な配偶者等の介護を行うための休暇で、通算して６月の期間内で必要と認め
られる場合に取得でき、取得単位は１時間からとなっています。

（４）　職員の育児休業等の概要と取得状況
　育児休業等に関する制度には、３歳に満たない子を養育するため休業することができる育児休業
制度と、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、２時間を超えない範囲内で勤務時間
の一部について勤務しないことができる部分休業制度、１週間当たりの勤務時間を短縮する育児短
時間勤務制度があります。

※(　)内は、取得者のうち女性職員の人数を表しています。

９　条例に定める公表事項３　【職員の分限処分及び懲戒処分関係】

　職員は、その身分を保障されていますが、一定の事由により分限処分や懲戒処分がなされ、
職を失ったり、降任されたり、給料を減額されることがあります。
　分限処分とは、公務能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは、公務への信用を失
墜させるなど公務員としてふさわしくない行為があった場合に秩序維持のために行う処分です。

職員の分限処分及び懲戒処分の状況（令和６年度）
（１）　分限処分者 (単位:人）

※(　)内は、令和５年度の状況です。

0 0 12 0 12
(0) (0) (8) (0) (8)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 12 0 12
(0) (0) (8) (0) (8)

免 職 降 任 休 職 降 給 合計
0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

２人（１人） ０人（０人） １人（１人） １人（１人） ０人（０人）育児短時間

７人（６人） 17人（12人） 15人（11人） ８人（４人） 10人（8人）
８人（７人） ７人（６人） 11人（11人） ５人（５人） ０人（０人）

育 児 休 業
部 分 休 業

取　得　者　数
令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度

休 業 区 分

令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年
2 人 1 人 1 人 0 人 1 人

介 護 休 暇 取 得 者 数

平　　均　　取　　得　　日　　数
令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年
9.4 日 9.3 日 8.4 日 9.4 日 7.1 日

処 分 事 由

勤務実績の不良

心身故障（私傷病）

刑事事件に関し
起訴された場合

合　計

職務適格性欠如

職制･定数の改廃、
予算減少による過員
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（２）　懲戒処分者 (単位:人）

※(　)内は、令和５年度の状況です。

10　条例に定める公表事項４　【職員の服務関係】

（１）　服務に関する基本原則の概要

 守秘義務
職員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、退
職した後も同様です。

 政治的行為の制限
職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する等
の政治的行為が禁止されています。

合　　計

基 本 原 則 概　　　　　　要

 職務専念義務
職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂
行しなければなりません。

 信用失墜行為の禁止
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる
行為をしてはなりません。

 営利企業等の従事制限
営利企業等に従事することが制限され、許可を受けなけ
れば従事することができません。

 争議行為等の禁止 職員は争議行為等を禁止されています。

0 0 0 0 0
(0)

(1) (0) (1)

管理監督者責任

収　　賄

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0
(0) (0) (0)

(0) (1) (3) (4)

道路交通法違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (2) (2)

0 0 0 0 0
(0) (0)

(0) (0)

横　　領

傷害･暴行等刑法違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

金銭･異性関係非行

0 0

欠勤･遅刻･早退･
勤務態度不良等

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

公職選挙法違反

争議行為

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

営利企業等従事
制限違反

守秘義務違反

職務専念義務違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

政治的行為違反

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0)

職務命令違反

信用失墜行為

免 職 停 職 減 給 戒 告 合 計
0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0

処 分 事 由

給与等不正領得

採用時虚偽行為

ハラスメント
0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (1) (1)
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（２）　職務専念義務免除制度の概要と免除の状況
　職務専念義務は、一定の事由がある場合に限り免除されます。
　三浦市では、三浦市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例により、「職員は次の各号
のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得
て、その職務に専念する義務を免除されることができる。」としています。
　①　研修を受ける場合
　②　厚生に関する計画の実施に参加する場合
　③　前２号に規定する場合を除く外市長が定める場合
　また、上記「③」の内容について、三浦市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
第２条第３号の市長が定める場合に関する要領において下記のように定めています。
　①　職員が、市行政と密接な関係を有し、市が指導育成等を行うことを必要とする団体の事務
 　　　又は事業に従事する場合
　②　職員が、その職務に関連のある国若しくは他の地方公共団体の附属機関又はこれに類す
  　 　る機関の委員、幹事、書記等の非常勤の職を兼ね、その職に関する事務に従事する場合
　③　職員が、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第46条の規定により勤務条件に
 　　　関する措置を要求し、若しくは同法第49条の２第１項の規定により不利益処分について
 　　　不服申立てをする場合又はこれらの審査に当事者として出席する場合
　④　職員が、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第51条第１項及び第２項の
 　　　規定により、公務災害補償の決定に対して審査請求若しくは再審査請求をする場合又
 　　　はこれらの審査に当事者として出席する場合
　⑤　職員が、地方公務員法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を
 　　　申し出る場合
　⑥　職員が、その職務に関連のある講演会その他の会合に出席する場合
　⑦　職員が、その職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
　⑧　その他特別の事由のある場合
　承認された代表的な承認内容は次のとおりです。

　三浦市区長会事務従事
　三浦市社会福祉協議会事務従事

（３）　営利企業等従事許可制度の概要と許可の状況
　職員は、許可を受ければ営利企業等に従事することができます。
　ただし、その従事によって市職員としての職務遂行に支障のないこと、対象職員の職との間に
特別の利害関係又はそのおそれがないことが前提となります。
　許可された代表的な承認内容は次のとおりです。

　消防団員
　各種選挙における投票管理者

（４）　在籍専従休職制度の概要と許可の状況
　職員は、許可を受ければ職員団体（組合）の業務にもっぱら従事することができます。
　（これにより従事する場合は無給休職扱いとなります。）
　現在、三浦市においては本制度による専従休職者はいません。

11　条例に定める公表事項５　【職員の研修及び勤務成績の評定関係】

（１）研修の基本的方針
　市では、平成19年３月に「三浦市人財育成・活用基本プラン」を策定し、その後、令和６年11月に
「三浦市職員の人財マネジメント基本方針」として改定しました。これは、地方公務員法第39条第３
項に基づく研修に係る基本的な方針に当たるものです。
　職員研修は、この基本方針に沿って次に掲げる職員を育成することを目標として毎年度職員研修
事業計画を定めて実施しています。

ア　三浦市の「ひと、もの、まち」を愛し、地域の課題解決に意欲を持って取り組む「あったかい
　こころ」を持った職員
イ　住民の状況に応じて、「Ｙesからのスタート」で自ら考え、「シンプル・スピード・サービス」の
　「３つのＳ」で行動し、住民に寄り添った支援、各種行政サービスの直接提供を行う職員
ウ　デジタル技術の活用などにより、組織の業務改善や業務効率化、行政サービスの利便性
　向上に取り組む職員
エ　平素から災害を意識し、その対応に使命感を持ち、危機に対して的確に対処する能力の
　向上に取り組む職員
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（２）　研修の体系区分別実施状況(令和６年度実績）

①　庁内研修

ア　ステップ研修

イ　テーマ別研修

新採用職員研修[後期]
主事昇任研修

21
11

主任昇任研修 6
ステップ研修合計 56

研修講座名 人数
新採用職員研修[前期] 18

研修講座名 人数

議会委員会答弁スキルアップ研修 28
財務研修（予算・財務管理） 7

議会対応研修 8

財務研修（予算・財務管理）昇任合同研修

テーマ別研修合計 3,250

安全運転（危険予測）研修 516
三浦市男女共同（政策立案）研修 37
マイナンバー制度に係るeラーニング研修 174

1

災害対策本部図上訓練（事前訓練） 85

風水害時の避難所資機材取扱研修 16
文書・契約・会計実務研修（新採用職員合同） 4
三浦市男女共同参画（市職員向け基礎）研修 531

アサーティブコミュニケーション研修 59
職員用災害情報メール受伝達訓練 359

モチベーション向上研修（主任昇任研修合同）

障害者差別解消法研修 19
安全運転研修 32

個人情報保護・情報セキュリティ研修 477

ゲートキーパー養成研修 23

メンタルヘルス研修（全職員向け） 82

2

災害対策本部図上訓練 101

情報セキュリティ研修（ＧＬ級職員向け） 73

10
ストレスチェック結果分析研修（部長級） 15
ハラスメント防止研修 511
人権啓発研修会 16

メンタルヘルス研修（管理職員向け） 60

三浦市男女共同参画市職員向けリーダー研修（職場環境改善）

子育て応援制度研修 4
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②　派遣研修

ア　公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村研修センター主催研修講座への派遣研修

公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村研修センター主催研修講座合計 82

研修講座名 人数

財務事務 2
市町村民税 4

5
10
3
3
2
1
1
1
2
1
1

15
法制執務（入門）
法制執務（基礎）

4
5
4
1
3
1
5

情報発信力向上・ＳＮＳ活用研修講座
研修担当職員研修講座

固定資産税 2
用地事務 1
公営企業会計（入門） 4
公営企業会計（基礎） 1

住民対応とクレーム
基礎力向上
多文化対応力向上研修講座
ОＪＴ（新人・後輩育成担当者）研修講座
ОＪＴ（指導者）研修講座
クレーム対応
問題発見と解決研修講座
マネジメント（中級）
メンター養成研修講座
次世代の職員と組織
住民との協働
災害に対する危機管理
接遇研修指導者養成
民法
行政法
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イ　その他専門的研修機関等主催研修講座への派遣研修

ウ　職場研修支援

（３）　職員の勤務成績の評定制度の概要
　三浦市では、人財の育成・活用のためには、職員の「いまの状態」を知ることが不可欠であり、
そのために個々の職員に対する「評価」を行う制度として、平成16年度から人事考課制度を試行
しています。
　平成18年10月からは、試行対象を行政職全員に拡大し、目標による管理手法を踏まえた業績
考課も試行しました。（本市の人事考課制度は、「能力考課」「態度考課」と「業績考課」で構成
しています。）
　平成19年度からは、行政職職員のうち管理職（部長級及び課長級）である職員について本格実
施とし、勤勉手当の成績率に反映しています。
　平成26年度からは、上司と部下双方のコミュニケーションを高め合い、これまでの上司から部下
への一方向からの評価だけでなく、双方による多面的な評価を実施し、マネジメント能力を向上
させることを目的とした「マネジメントサポート制度」を導入しています。
　令和４年度からは、技能労務職も試行対象としました。
　令和７年度からは、人材育成」「適正配置」「処遇決定」を目的とし、公平性と客観性を重視した
評価項目を、「能力評価」と「業績評価」に基づく数値化方式で統合した人事評価制度が導入し
ています。

人数内　容

研修講座名 人数

その他専門的研修機関等主催研修講座への派遣研修合計 29

新採用職員指導員（フレッシュマントレーナー）制度
新採用職員研修日誌制度

職場研修支援合計

36
18
54

給与実務研修会 1

ローラー運転の特別業務 1
アーク溶接等の業務 1
小型移動式クレーン運転技能講習 1
テーブルゲートリフターの操作の業務に係る特別教育 1

廃棄物処理施設技術管理者講習能力認定試験(ごみ処理施設コース) 1
法令実務Ｂ（応用） 1
２市１町合同研修 15
自治体ＤＸ 1
育児制度研修会 1

土木技術者研修 1
下水道技術研究施設見学会 1
公共工事の監督・検査・工事成績評定について 2
廃棄物処理施設技術管理者講習(基礎・管理過程 ごみ処理施設コース) 1
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12　条例に定める公表事項６　【職員の福祉関係】

（１）　共済組合の概要
　三浦市の常勤職員は、神奈川県市町村職員共済組合に加入します。
　神奈川県市町村職員共済組合は大きく分けて、短期給付事業、長期給付事業、福祉事業の
３つの事業を行なっています。
　これら事業に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄わ
れています。

①　短期給付事業
　組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業・災害に対して、必要な給付を行
います。

②　長期給付事業
　組合員の退職・障害・死亡に対して年金・一時金の給付を行います。
　公務員の公的年金には、基礎年金（国民年金に相当）と厚生年金があります。

ア　厚生年金

(注)　要件等は省略しています。

イ　基礎年金

(注)　要件等は省略しています。

③　福祉事業
　福祉事業として、職員（組合員）の健康保持・疾病予防事業などの保健・保養及び
教養に資する事業、保養所の経営などの宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業、貯金事業、
物資の斡旋事業などを行っています。

 法定給付

 法定外給付

老齢厚生年金

 障害厚生年金
 障害手当金

 遺族厚生年金

職員（共済組合員）期間等10年以上の者が退職した場合で、65歳に達し
たとき等に支給（支給開始年齢の特例あり）
法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給
軽度の障害の症状が固定したときに支給
組合員が死亡したときに支給

法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給
18歳未満の子を有している組合員が死亡した場合に支給

 老齢基礎年金

 障害基礎年金

 貯金事業

 貸付事業

 物資事業

 財形住宅貸付事業

保養所「湯河原温泉ちとせ」の利用
給与天引きにより積立（年率1.52％　令和７年４月1日現在）
普通貸付、特別貸付（医療・入学・修学・結婚・葬祭）、住宅貸付、災害貸
付、在宅介護対応住宅貸付、高額医療貸付、出産貸付
自動車・オートバイの代金の立替え払い後、割賦により職員から返済を受
けるなど
住宅の新築・購入・増改築等に必要な資金の貸付

 宿泊事業

人間ドック等の補助、電話健康相談、宿泊施設、保養所利用助成、厚生
施設（遊園地･プール等）利用助成など

附加給付 法定給付以外の給付

保健給付 病気、負傷などの場合に支払われる給付
休業給付 育児休業などの場合に支払われる給付
災害給付 災害などの場合に支払われる給付

 遺族基礎年金

 保健事業

職員（共済組合員）期間等10年以上の者が退職した場合で、65歳に達し
たとき等に支給（支給開始年齢の特例あり）

22 



（２）　公務災害補償の概要と実施状況
　公務中に発生した災害（負傷・疾病・障害・死亡）については、地方公務員災害補償基金か
ら一定の補償がなされます。

（３）　職員の健康診断等の概要
　労働安全衛生法の規定により、年１回の職員健康診断を実施し、職員の健康管理に配慮して
います。

（４）　メンタルヘルスへの対応状況
　職員を対象として、メンタルヘルス関連の研修会を行っています。また、庁内ＬＡＮ等を
利用し、メンタルヘルス関連の情報提供を行っています。

（５）　ハラスメントへの対応状況
　セクシャルハラスメントにのみ対応していた従前の指針を、平成29年１月より「マタハラ」や
「パワハラ」にも対応できるよう改定し、ハラスメント全般に対応する窓口を開設しています。
　令和7年度から、職場でのハラスメントに関する相談を安心して行える「外部相談窓口」を
設置しました。また、新たに「カスハラ」対策として、カスハラ対策研修を行っています。

（６）　その他職員福利厚生のための独自の制度の概要
　地方公共団体は、法律に基づき、職員の保健、元気回復等の厚生制度を企画し実施すること
とされています。このいわゆる福利厚生事業には三浦市職員厚生会への委託を通じて行うもの
と、三浦市が直接実施するものがあります。

　三浦市職員厚生会は、職員の厚生の充実を図り福祉を増進することを目的として設置された
組織で、三浦市職員（令和７年度会員数４６４人）で構成され、三浦市からの委託料と会員から
の会費により運営されています。
　主な事業のうち、三浦市が委託する事業として文化活動事業・体育活動事業・厚生活動事業
があり、会費により運営する厚生会独自の事業として互助給付事業・貸付事業があります。

①　三浦市職員厚生会予算の状況
（単位:千円）

②　厚生会を通じて実施した事業
　令和６年度に三浦市職員厚生会を通じて実施した事業は次のとおりです。
　（厚生会が職員からの会費のみで実施した事業は除きます。）

（注）（　　）内は職員の会費も含めた事業額です。

0

文化活動事業（チケット斡旋・補助等）
154,555

(892,900)

体育活動事業（スポーツ保険等）
49,971

(335,621)

委託料 00

事業概要・給付単価（円） 補助額（円）

人間ドック等助成金
1,706,600

(1,706,600)

令和７年度予算 令和５年度予算令和６年度予算
一般会計 7,422 7,6767,701
特別会計 8,942 11,65210,041

0 件
公務上の災害

新規認定件数
補償件数

2 件 0 件 0 件 0 件 1 件 0 件
1 件 0 件 2 件 0 件 0 件 0 件

通勤災害
新規認定件数

補償件数
7 件 0 件 6 件 0 件 11 件 0 件
8 件 0 件 7 件 0 件 10 件

令和４年度
傷　病 死　亡 傷　病 死　亡 傷　病 死　亡

公務災害の種類 件数区分
令和６年度 令和５年度
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13　条例に定める公表事項７　【公平委員会の業務関係】

（１）　苦情処理制度の概要
　職員は、任用・給与・勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申
出及び相談を公平委員会等にすることができます。

（２）　勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況
　職員は、給与等勤務条件に関して当局が適当な措置を講じるよう公平委員会に要求すること
ができます。

（３）　不利益処分に関する審査請求制度の概要と状況
　職員は、懲戒その他の意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に審査請求をするこ
とができます。

取下げ 計

新規申立
件数

処　　　理　　　件　　　数
申立容認

0 0 0 0 0 0

令和６年度
当初係属件数

0

令和６年度末
係属件数

0

令和６年度
当初係属件数

0

令和６年度末
係属件数

0

0 0 0 0 0 0

新規申立
件数

処　　　理　　　件　　　数
処分取消 処分容認 却　下

棄　却 却　下 取下げ 計
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